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民法・不動産登記法部会資料 ５２ 

 

 

民法・不動産登記法（所有者不明土地関係）等の改正に関する要綱案のたたき台 (2) 

 

第１部 民法の見直し 

 

第１ 相隣関係 

１ 隣地使用権 

民法第２０９条の規律を次のように改めるものとする。 

① 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することが

できる。ただし、居住者の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 

ア 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕 

イ 境界標の調査又は境界に関する測量 

ウ 後記２③の規律による枝の切取り 

② ①の場合には、その使用方法は、隣地のために損害が最も少ないものを選ばなけ

ればならない。 

③ ①の規律により隣地を使用する者は、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場

所を隣地を現に使用している者（④において「隣地使用者」という。）に通知し

なければならない。 

④ ①の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償

金を請求することができる。 

 

（補足説明） 

１ 本文①に関する問題の所在 

第２１回会議では、本文①のような規律を設けることについて種々の意見があったが、

検討すべき問題としては、一定の要件を充たせば、承諾がなくとも権利があると認める

かどうかという問題と、権利がある場合にそれを実現する方法の問題の二つがあると思

われる。なお、本文①ただし書の表現ぶりについても様々な意見があったが、法制上ど

のように整理できるかを引き続き検討する。 

２ 検討 

(1) これまでの検討では、隣地使用権の原則的規律について「土地所有者は、隣地の使

用の承諾を求めることができる」という表現をとってはいたものの、一定の目的のた

め必要な範囲内の使用であるという要件があり、隣地を使用する者等に一定の連絡を

すれば、その者の承諾や承諾に代わる判決がなくとも、土地の所有者は隣地を使用す

ることができることを認めること自体には、基本的に異論がなかったものと思われる。

また、上記の連絡を受けた者は、上記の要件が充たされている場合には、土地の所有

者による隣地の使用を拒むことができないこと自体も、基本的に異論がなかったもの
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と思われる。 

このような、一定の要件が充たされる場合には、承諾がなくとも隣地を使用する

ことができ、連絡を受けた者は土地の所有者による隣地の使用を拒むことができない

ことを素直に構成すれば、結局、一定の要件があれば、土地の所有者は、隣地を使用

する権利を有していることになると思われる。 

(2) もっとも、隣地を使用する権利があると構成したとしても、上記のとおり、その実

現方法をどのように考えるのかは別の問題である。 

一般的に、権利がある場合であっても、自力救済は原則として禁止されているが、

ここで問題になっている隣地の使用の場面に即していえば、当該隣地を実際に使用し

ている者がいる場合に、その者の同意なく、これを使用することは、その者の平穏な

使用を害するため、違法な自力救済に該当することになるのではないかと思われる。 

例えば、土地の所有者が、住居として現に使用されている隣地について、隣地使

用権を有しているからといって、隣地使用者の同意なく門扉を開けたり、塀を乗り越

えたりして隣地に入っていくことまではできないと思われる（現行法の解釈として論

じられているいわゆる請求権説・形成権説のいずれの立場に立っても、この点につい

ての結論に変わりはないと考えられる。）。 

なお、この考え方は、権利の存在とその行使方法に関する一般的な理解と同様で

あって、本文①のような規律を設けたとしても、隣地使用権に限って、違法な自力救

済を誘発するおそれがあるとは考えにくいように思われるし、本文③のとおりあらか

じめ一定の内容の通知をする規律を設けることで、隣地使用権が濫用的に行使される

ことを防止することができるように思われる。 

また、隣地使用者が通知を受けても回答をしない場合には、黙示の同意をしたと

認められる事情がない限り、隣地使用について同意しなかったものと推認され、土地

の所有者としては、隣地使用権の確認や隣地使用の妨害の差止めを求めて裁判手続を

とることになると考えられる。 

３ 通知の相手方及び通知内容について 

事前の通知は、隣地使用権の行使要件として求められるものであり、通知なくして行

われた隣地使用は違法になると考えられるが、第２１回会議においては、通知の相手方

について、隣地使用者だけでなく隣地所有者を対象とすると、現行法における実務より

も手続が加重されることになり妥当でない旨の意見があった。 

改めて検討すると、本文①のとおり、隣地使用権は、土地の所有者が一定の要件の下

で隣地を使用することができるという内容のものであり、隣地所有者の隣地の使用収益

権につき一定の制約を加える相隣関係上の権利であると位置付けられるが、そのことは、

これまでの部会でも示唆があったとおり、土地の所有者を通知の相手方とすることと直

結するものではないと解される。 

すなわち、隣地の所有者の権利を制約することができるかどうかは、基本的には一定

の要件を充たすかどうかによって定まることとした上で、ここでいう通知は、土地の所

有者との権利関係の調整のために求められるものではなく、隣地を使用している者の平

穏な使用を保護する観点から要求されるものと理解し、その相手方は、隣地を現に使用
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する者のみとすることが考えられる。現行民法第２０９条の請求の相手方に関する議論

において、土地の賃借人等を相手方とすべきとする有力な見解も同様の観点に立つもの

ではないかと思われる。 

また、部会資料５１（第１の１③ただし書）では、事前通知が困難である場合の例外

の規律を提案していたが、通知の相手方を隣地を現に使用する者に限定した場合には、

隣地を現に使用する者に事前に通知することは基本的に容易であるし、上記のとおりそ

の者に無断で隣地を使用することは許されないと考えられるため、本文③では、そのよ

うな例外の規律は設けないこととした(隣地の使用者の所在等が不明なケースも問題と

なり得るように思われるが、そのようなケースはそもそも隣地を現に使用する者がいな

いと評価されるように思われる。)。なお、通知先を隣地を現に使用する者に限定する

と、その者がない場合には、論理的には通知をする必要はないこととなるが、そのよう

な場合でも、実際に使用者がいないかどうかを確認するためや、後日の紛争の防止の観

点から、事実上、隣地所有者への通知がされることが多いと考えられる。 

さらに、第２１回会議において、隣地を現に使用する者に対する通知の内容を明らか

にすべきであるという意見があったことや、隣地を現に使用する者に立会いの機会を与

え、無断で隣地が使用されることを防止する観点から、本文③において、本文①の規律

に基づいて隣地を使用する旨に加えて、その日時及び場所を通知しなければならないこ

ととしている。 

 

４ 他の土地等の瑕疵に対する工事（いわゆる管理措置） 

他の土地等の瑕疵に対する工事に関して、次のような規律を設けるものとする。 

① 土地の所有者は、他の土地又は他の土地の工作物若しくは竹木（②において「他

の土地等」という。）に瑕疵がある場合において、その瑕疵により自己の土地に

損害が及び、又は及ぶおそれがあるときは、当該他の土地に立ち入り、損害の発

生を防止するため必要な工事をすることができる。 

② ①の規律により他の土地に立ち入り、損害の発生を防止するために必要な工事を

しようとする者は、あらかじめ、その旨を他の土地等の所有者及び他の土地等を

現に使用している者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ他の土地等

の所有者に通知することが困難なときは、立入り又は工事を開始した後、遅滞な

く、通知することをもって足りる。 

 

（補足説明） 

第２０回会議においては、部会資料４９の甲案につき、現行法の物権的請求権や占有訴

権における管理不全状態にある土地所有者の義務との関係で懸念を述べる意見もあった

が、物権的請求権等とは別の相隣関係上の規律として、現行法上はその可否が明らかでな

い危険の生じた土地への立入りや工事を可能とする規律を設けること自体については賛成

する意見が多数であったことから、本文①において、甲案と同様の規律を設けることとし

ている。 

第２０回会議において、部会資料４９の甲案の要件を限定すべきとの意見があったが、
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改めて検討すると、本文①は、現行法における土地所有権に基づく妨害排除請求権又は妨

害予防請求権の要件と同程度の所有権侵害が必要であることを前提としているところ、更

に要件を限定してしまうと、物権的請求権の行使の要件を満たす場合であっても、管理措

置を行うことができない事態が生じてしまい、損害を被っている土地所有者にとって酷な

結果になるだけでなく、他の制度との関係でも無用な混乱をもたらすおそれが生じるた

め、妥当でないと考えられる。 

他方で、要件の限定の議論は、他の土地等の所有者の権利保障の在り方の問題であると

考えられるところ、手続保障の観点を踏まえ、本文②において、管理措置に際して、他の

土地等の所有者及び他の土地等を現に使用している者に事前に通知する規律を設けること

としている。 

この事前通知も、管理措置権の行使のための要件であり、事前通知を要する場合にこれ

をせずにした管理措置は違法になると考えられるが、事前通知を求めるのは、土地への立

入りや工事に伴う不利益を生じさせるに当たって手続的な保障を与える趣旨と、管理措置

権の発生要件を満たす場合であっても、まずは、他の土地等の所有者が工事を行うべきで

あると考えられるから、その機会を与える趣旨とを含むものである。 

また、他の土地等の所有者が不明であるなど、他の土地等の所有者に対する事前の通知

をすることができない場合については、事後的に通知をすれば足りるとしている。さら

に、他の土地等を現に使用する者の平穏な使用を保護する観点から、その者への事前通知

は常に必要としている。なお、部会資料４９の甲案と同様に、本文①の規律を前提として

も、土地所有者による立入りを妨害する者がいる場合には、その者に対して、妨害排除請

求訴訟等により具体的な妨害行為の禁止を求める必要があると考えられる。 

 

第２ 共有等 

１２ 持分の放棄    

共有持分の放棄については、現行法の規律を維持するものとする。 

    

（補足説明） 

共有持分が放棄されたときは、その持分は他の共有者に帰属するが（民法第２５５

条）、動産・不動産を問わず、他の共有者に不当に負担を押し付ける結果となる場合に

は、共有持分の放棄が、権利濫用（民法第１条第３項）に該当することもあり得る。 

特に、不動産については、管理の負担が大きくなりがちであり、その共有持分の放棄は

他の共有者に不当に負担を押し付ける結果となりやすいと思われる。また、仮に共有持分

の放棄が認められるとしても、登記義務者である共有持分の放棄者と登記権利者である他

の共有者との共同申請によらなければならず（不動産登記法第６０条）例えば持分の移転

の登記をしない限り固定資産税の納税義務を免れることはできないし（地方税法第３４３

条第２項参照）、他の共有者は共有持分権の一部不存在や登記引取請求権の不存在の確認

を求めて争うことが可能であるなど、他の共有者に与える影響は比較的小さいと思われ

る。 

他方で、管理の負担が大きくない物が共有されている場合や、株式等が準共有されてい
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る場合において、共有者の一部が共有持分を放棄して他の共有者に持分を按分で帰属させ

ることは、その財産の管理の観点からも有用なケースもあり得るところであり、一律に他

の共有者全員の同意がなければ放棄を認めないとすることは適当でないと考えられる。 

以上を踏まえ、共有持分の放棄については、現行法の規律を維持することとしている。 

 

第３ 所有者不明土地管理命令等 

１ 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令 

所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令について、次のような規律

を設けるものとする。 

(1) 所有者不明土地管理命令 

① 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない

土地（土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができ

ず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分）について、必要があ

ると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持

分を対象として、所有者不明土地管理人（④の所有者不明土地管理人をいう。

以下同じ。）による管理を命ずる処分（以下「所有者不明土地管理命令」とい

う。）をすることができる。 

② 所有者不明土地管理命令の効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とさ

れた土地（共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発令された場合に

あっては、共有物である土地）にある動産（当該所有者不明土地管理命令の対

象とされた土地又は共有持分を有する者が所有するものに限る。）に及ぶ。 

③ 所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発令された後に当該

所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管

理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効

力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財

産について、必要があると認めるときも、することができる。 

④ 裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管

理命令において、所有者不明土地管理人を選任しなければならない。 

（注） 第３の１の規律による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄

する地方裁判所の管轄に属するものとし、また、土地所有者のための手続保障に関し、

次のような規律を設けるものとするなど、裁判所の手続に関しては所要の規定を整備

する。 

裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、イの期間が経過しなければ、所有者不

明土地管理命令をすることができない。この場合において、イの期間は、１箇月を下

ってはならない。 

ア 所有者不明土地管理命令の申立てがその対象となるべき土地又は共有持分につい

てあったこと。 

イ 所有者不明土地管理命令をすることについて異議があるときは、対象となるべき

土地又は共有持分を有する者は一定の期間までにその旨の届出をすべきこと。 
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ウ 前号の届出がないときは、裁判所が所有者不明土地管理命令をすること。 

 

（補足説明） 

１ 本文①及び④は、第１８回会議で取り上げた部会資料４３本文(1)アと基本的に同じ

である。 

２ 本文②について 

第１８回会議では、土地にある動産の管理は、土地の管理に必要な範囲で管理人が行

えば足りるから、土地とその土地にある動産とを同列に並べるような規律ぶりは避ける

べきではないかという指摘があった。 

この指摘を踏まえ、本文②では、所有者不明土地管理命令の対象は飽くまでも土地で

あることを前提としつつ、その効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土

地にある動産（当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分を有する

者が所有するものに限る。）に及ぶ旨の規律を設けることとした。 

３ 本文③について 

所有者不明土地管理命令が発令された後に当該所有者不明土地管理命令が取り消され

たが、改めて所有者不明土地管理命令が発令される場合には、命令の対象となるのは、

所有者不明土地やその上にある動産の価値転化物（供託された金銭など）である可能性

がある。特に所有者が特定できないとして所有者不明土地管理人が選任されて土地等が

売却され、代金が供託されて所有者不明土地管理命令が取り消されたケースでは、供託

金の還付請求の相手方が特定できないことになるため、改めて所有者不明土地管理命令

を発令する必要が生じ得る。 

そこで、本文③では、そのような場合においても、必要があると認めるときは、所有

者不明土地管理命令をすることができる旨の規律を設けることを提案している。 

４ （注）について 

(1) 所有者不明土地管理命令に関する事件は、非訟事件に該当するので、非訟事件手続

法第２編（非訟事件の手続の通則）が適用されることとなるが、個別事件の規定につ

いては所要の規定を整備することとなる。 

手続的規律の中でも、管轄の規定については、部会資料４３の(1)（注）等で取り

上げ、議論のあったところであることから、特に注記している。また、所有者不明土

地管理命令の際の公告については、共有の見直しに関する所在等不明共有者がいる場

合の特則の規律（部会資料５１第２の５(2)）と同様の規律を設けることを注記して

いる。 

(2) 管轄について 

第１８回会議においては、地方裁判所だけでなく簡易裁判所も管轄裁判所とすべ

きとの意見もあったが、これに反対する意見もあり、意見が分かれた。 

部会資料４３（４ページ）に記載したとおり、民事事件については、地方裁判所

が基本的な第一審であり、簡易裁判所は比較的少額、軽微な事件のみを管轄すること

とされているところ、土地管理制度においては、管理人の適切な選任や監督、場合に

よっては土地の売却の可否とその代金の当否などについての法的判断が必要になるこ
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とが見込まれる。 

そして、現行法における他の類型の財産管理制度において簡易裁判所を管轄とし

ている例はないこと、第１８回会議においては、現時点では実際のニーズがどの程度

あるか明らかでないことから、少なくとも制度発足時点では地方裁判所のみの管轄と

してはどうかとの意見もあったことも踏まえ、（注）の前段では、第３の規律による

非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄の

みに属するものとした。 

(3) 所有者不明土地管理命令の際の公告について 

所有者不明土地管理命令が発せられると、その対象とされた土地の管理処分権は

所有者不明土地管理人に専属する（後記(2)①参照）。そこで、（注）の後段では、

当該土地の所有者の手続保障の観点から、所有者不明土地管理命令を発するために

は、その旨の公告をしなければならないものとするとともに、その公告から一定の期

間を経ても異議の申出がないことを発令の要件としている。 

なお、所有者不明土地管理命令がされたからといって土地の所有者の所有権が直

ちに失われるわけではないことから、異議の申出期間の下限は、いわゆる普通失踪に

おける失踪宣告の際の公告期間（３箇月。家事事件手続法第１４８条第３項）より短

く、１箇月を下ってはならないこととしている。 

 

(2) 所有者不明土地管理人の権限 

① (1)④の規律により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明

土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の

効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理

人が得た財産（以下「所有者不明土地等」という。）の管理及び処分をする権利

は、所有者不明土地管理人に専属する。 

② 所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁

判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意

の第三者に対抗することができない。 

ア 保存行為 

イ 所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を

目的とする行為 

（注） 管理人の選任の公示に関し、次のような規律を設けるものとする。 

① 所有者不明土地管理命令があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、

所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分について、所有者不明土

地管理命令の登記の嘱託をしなければならない。  

② 所有者不明土地管理命令を取り消す裁判があったときは、裁判所書記官は、職権

で、遅滞なく、所有者不明土地管理命令の登記の抹消を嘱託しなければならない。 

 

（補足説明） 

１ 本文①は、第１８回会議で取り上げた部会資料４３本文(1)イ①と基本的に同じであ
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る。また、（注）についても、同本文(1)イ④と基本的に同じである。 

２ 本文②は、裁判所の許可を得ずに、保存行為等を超える行為をしても、土地の所有者

に対して効果が生じないことを前提としている。第１８回会議で取り上げた部会資料４

３本文(1)イ③では、そのことを「無効とする」との文言で表現していたが、裁判所の

許可を要件とする民法上の他の制度においては、無許可では効果が生じないことはある

意味で当然のことであり、そのような文言は特に用いられていないため（民法第８５９

条の３参照）、本文②でも、「無効とする」との文言は用いていない。 

３ 所有者不明土地管理人が、裁判所の許可を得るべき行為をその許可を得ずにした場合

には、その行為が上記のとおり原則としては無効となるにしても、取引の安全の観点か

ら、取引の相手方を保護するための規律を設ける必要がある。 

そこで、本部会資料では、裁判所の許可がないことをもって、善意の第三者に対抗す

ることができないとすることを提案している（「第三者」との表現を用いることについ

ては、部会資料５０の５ページ参照）。 

なお、第三者の保護要件に関しては、取引の安全をできるだけ保護する観点から、無

過失を要件としないことを提案している。 

また、第２０回会議などでは、「これをもって」という表現について、善意の対象な

どが不明確であるとの指摘があったことを踏まえ、「この許可がないことをもって」善

意の第三者に対抗することができないとする表現に改めている（後記本文２(2)も参

照）。 

４ 第１８回会議で取り上げた部会資料４３本文(1)ウでは、所有者不明土地管理人は、

就職の後直ちに土地の管理に着手しなければならない旨の規定を設けることを提案して

いた。 

もっとも、このことは、規定を設けるまでもなく当然のことであって、不在者財産管

理人に関してもこのような規定が置かれていないことも考慮し、本部会資料ではこの提

案をしていない。 

 

(3) 所有者不明土地等に関する訴えの取扱い 

所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴え

については、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。 

（注） 訴訟手続の中断・受継に関し、次のような規律を整備するものとする。 

① 所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴訟

手続で当該所有者不明土地等の所有者を当事者とするものは、中断する。この場合

においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。 

② 所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者

とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。この場合においては、所

有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。 

 

（補足説明） 

１ 本文は、第１８回会議で取り上げた部会資料４３本文(1)エ①と基本的に同じであ
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る。また、（注）についても、同本文(1)エ②ないし⑤と基本的に同じである（相手方

も受継の申立てをすることができることについては、民事訴訟法第１２６条参照。）。 

２ 第１８回会議では、中断・受継の規律について、所有者不明土地管理人が受継を拒絶

することは想定されるのかどうか、また、所有者不明土地管理人と相手方のいずれもが

受継をしないとすると、訴訟手続が中断したままになり、その状態で所有者不明土地管

理命令が取り消されることもあり得るため、元の所有者によって訴訟の中断状態を解消

させるための仕組みが必要になるのではないかという意見があった。 

所有者不明土地管理人は、土地の所有者本人とは異なる地位を有するものではあるた

め、（注）①の末尾の文言は「受け継ぐことができる。」としているが、いずれにして

も、相手方の受継申立てや、裁判所の続行命令により訴訟手続が続行されることはある

ものと考えられる。訴訟の係属中に所有者不明土地管理命令が申し立てられて訴訟手続

の中断が生じたが、所有者不明土地管理人が受継をしないまま所有者不明土地管理命令

が取り消された場合には、解釈上、所有者が受継することになると解される。この受継

に際しては、民事訴訟の一般的なルールに従えば、申立てによる受継決定又は職権によ

る続行命令を要すると思われるが、破産法の例を参考に、当然に受継するとの解釈をと

ることも考えられる。 

 

(4) 所有者不明土地管理人の義務 

① 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者（その共有持分を有す

る者を含む。）のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなけ

ればならない。 

② 数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたとき

は、所有者不明土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共

有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければな

らない。 

 

（補足説明） 

第１８回会議で取り上げた部会資料４３本文(1)オ①及び②と同じである。 

 

(5) 所有者不明土地管理人の解任及び辞任 

① 所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害

を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求に

より、所有者不明土地管理人を解任することができる。 

② 所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、

辞任することができる。 

 

（補足説明） 

第１８回会議で取り上げた部会資料４３本文(1)カ①及び②と同じである。 
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(6) 所有者不明土地管理人の報酬等 

①  所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の

前払及び報酬を受けることができる。 

② 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬

は、所有者不明土地等の所有者（その共有持分を有する者を含む。）の負担とす

る。 

 

（補足説明） 

第１８回会議で取り上げた部会資料４３本文(1)キ①及び②と基本的に同じである（同

①、②が、それぞれ本文②、本文①に相当する。）。 

なお、本文①では、「所有者不明土地等から」費用の前払及び報酬を受けることができ

るとしているが、これは、管理人による管理の継続中に費用の前払や報酬の支払がされる

場合には、所有者不明土地等（予納金を含む）から支払われることが想定されることか

ら、これが可能であることを明確にしたものである。費用及び報酬の引き当てが「所有者

不明土地等」に限定されるものではないことに関しては、本文②の規律で明らかにしてい

る。 

また、本文②では、従前は、報酬を含む趣旨で「費用」と記載していたが、報酬を含む

ことを明確化するために、「費用及び報酬」としている。 

 

(7) 所有者不明土地管理制度における供託等及び取消し 

① 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は

共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の

事由により金銭が生じたときは、その所有者（その共有持分を有する者を含

む。）のために、当該金銭を所有者不明土地管理命令の対象とされた土地（共有

持分を対象として所有者不明土地管理命令が発令された場合にあっては、共有

物である土地）の所在地の供託所に供託することができる。この場合におい

て、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省

令で定める事項を公告しなければならない。 

② 裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき（管理すべき財産の全部が供託

されたときを含む。）その他財産の管理を継続することが相当でなくなったとき

は、所有者不明土地管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、所

有者不明土地管理命令を取り消さなければならない。 

③ 所有者不明土地等の所有者（その共有持分を有する者を含む。）が所有者不明

土地等の所有権（その共有持分を含む。）が自己に帰属することを証明したとき

は、裁判所は、当該所有者の申立てにより、所有者不明土地管理命令を取り消

さなければならない。この場合において、所有者不明土地管理命令が取り消さ

れたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者に対し、その事務の経過及

び結果を報告し、当該所有者に帰属することが証明された財産を引き渡さなけ

ればならない。 
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（補足説明） 

第１８回会議で取り上げた部会資料４３本文(1)ク①から④までと同じである。 

 

(8) 所有者不明建物管理命令 

① 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない

建物（建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができ

ず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分）について、必要があ

ると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持

分を対象として、所有者不明建物管理人（④の所有者不明建物管理人をいう。

以下同じ。）による管理を命ずる処分（以下「所有者不明建物管理命令」とい

う。）をすることができる。 

② 所有者不明建物管理命令の効力は、当該所有者不明建物管理命令の対象とさ

れた建物（共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発令された場合に

あっては、共有物である建物）にある動産（当該所有者不明建物管理命令の対

象とされた建物又は共有持分を有する者が所有するものに限る。）及び当該建物

又は共有持分を有するための建物の敷地に関する権利（賃借権その他の使用及

び収益を目的とする権利（所有権を除く。）であって、当該所有者不明建物管理

命令の対象とされた建物又は共有持分を有する者が有するものに限る。）に及

ぶ。 

③ 所有者不明建物管理命令は、所有者不明建物管理命令が発令された後に当該

所有者不明建物管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明建物管

理命令の対象とされた建物又は共有持分並びに当該所有者不明建物管理命令の

効力が及ぶ動産及び建物の敷地に関する権利の管理、処分その他の事由により

所有者不明建物管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、する

ことができる。 

④ 裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、所有者不明建物管理命

令において、所有者不明建物管理人を選任しなければならない。 

⑤ (2)から(7)までの規定は、所有者不明建物管理命令について準用する。 

（注） 所有者不明建物管理命令に関する規律は、建物の区分所有等に関する法律における

専有部分及び共用部分については、適用しないものとする。 

 

（補足説明） 

１ 本文①について 

所有者不明建物管理制度については、部会資料４４では、所有者不明土地管理命令が

発せられていることを要件とするかどうかなど、複数の案を提案していたが、土地と建

物の所有者が異なる場合において、土地の所有者及びその所在は判明しているが、建物

の所有者又はその所在が不明であるケースにも対応するためには、建物について独自に

管理命令を発することを可能とする必要がある。 
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第１８回会議においても、所有者不明土地管理制度とは別に、所有者不明建物の管理

制度を独立して設けること（部会資料４４の甲案）に賛成の意見が比較的多かった。 

そこで、本文①では、所有者不明建物の管理制度を独立して設けることとしている。 

２ 本文②について 

所有者不明建物管理命令が、借地上にある所有者不明建物について発せられるケース

もあるが、この場合に、所有者不明建物管理人に借地権に関する権限を認めないとする

と、その適切な管理に支障を来すおそれがある。 

そこで、本文②では、部会資料４４本文２の甲案をベースに、所有者不明建物管理命

令の効力は、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物にある動産（当該所有者

不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が所有する

ものに限る。）に加え、当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利（賃借権そ

の他の使用及び収益を目的とする権利（所有権を除く。）であって、当該所有者不明建

物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が有するものに限

る。）に及ぶとしている。 

３ 本文③から⑤までについて 

本文③及び④は、所有者不明土地管理命令に関する本文(1)③及び④と同様である。 

また、その権限等についても、所有者不明土地管理命令が発せられた場合と同様であ

るから、本文⑤では、本文(2)から(7)までの規定を準用することとしている。 

４ （注）について 

部会資料４４の４と同じである。 

 

２ 管理不全土地管理命令 

管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令について、次のような規律を設

けるものとする。 

(1) 管理不全土地管理命令 

① 裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利

又は法律上の利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必

要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、

管理不全土地管理人（③の管理不全土地管理人をいう。以下同じ。）による管理

を命ずる処分（以下「管理不全土地管理命令」という。）をすることができる。 

② 管理不全土地管理命令の効力は、当該管理不全土地管理命令の対象とされた

土地にある動産（当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者又は

その共有持分を有する者が所有するものに限る。）に及ぶ。 

③ 裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命

令において、管理不全土地管理人を選任しなければならない。 

（注） 第３の２の規律による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄

する地方裁判所の管轄に属するものとするなど、裁判所の手続に関しては所要の規定

を整備する。 
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（補足説明） 

１ 本文①から③までは、第２０回会議で取り上げた部会資料５０本文(1)と基本的に同

じである。 

２ 本文①について 

(1) 第２０回会議では、所有者が実際に利用していないことや所有者の意見が管理不全

土地管理命令を発するための重要な考慮要素となることは、本文の規律からは読み取

ることが困難ではないかとの意見があった。 

確かに、部会資料５０（４ページ）に記載しているように、管理不全土地上の建

物に居住しているなど、所有者が当該土地を実際に利用しているケースにおいては、

土地を管理人に管理させることが適切ではないケースが多いと考えられる。 

もっとも、所有者が土地を現に利用しているといっても、土地を放置しているの

と大差がないケースもあると考えられる（例えば、土地に資材を置いたまま放置して

いるケースも、土地を現に利用していることには違いないとも考え得る。）ことから

すると、所有者が土地を現に利用していれば一律に管理人の選任を否定するような要

件の在り方は適切でないと思われる。 

そして、本文のように「管理が不適当であること」を要件とすれば、所有者の利

用形態は当然に考慮されるものと解される。 

他方、所有者の意見については、発令の場面での一つの考慮要素となるものでは

あるが、より重要なのは、管理不全土地を処分する場面であると考えられる。そこ

で、後記本文(2)③において、管理不全土地を処分する場面における裁判所の許可に

際し、所有者の意見を反映させるための規律の修正を行っている。 

(2) 第２０回会議では、本文からは、相当性の要件が課せられているのかどうかが明確

でないのではないかとの意見があった。 

管理不全土地上の建物に居住しているなど、所有者が当該土地を実際に利用して

いるケースにおいては、仮に管理命令が発せられたとしても、管理不全土地管理人に

よる管理を継続することが相当でないものとして（後記本文(6)②）、結局は管理命

令を取り消すこととなることが多いと思われる（なお、管理人が不当な妨害を受けた

場合には、固有の管理権に基づく妨害禁止を求め得ることは後記本文(2)の補足説明

３参照）。そして、そのようにして管理命令が取り消されることが当初から予想され

る場合であれば、管理命令を発すること自体が必要性のないものとして、管理命令が

却下されることとなると思われる。 

このように、あえて相当性の要件を本文で明示せずとも、管理命令を発すること

が相当でない場合には本文に掲げた要件を当然に満たさないと考えられる。 

他方で、相当性の要件を別途掲げるとすると、これが必要性等の要件とは切り離

された独立の要件であるようにも見え、その意味内容等が問題となるように思われ

る。 

そこで、本文では、相当性の要件を明示することはしていない。 

(3) 第２０回会議では、「土地の管理が不適当であることによって」という要件につい

て、不可抗力によって侵害状態が生じた後に適切に対応しないケースは、適用場面に
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含まれないように見えるので、この「によって」という文言によって因果関係を要件

とすることは避けるべきでないかとの指摘があった。 

もっとも、この文言によって、管理の不適当と侵害状態との間に一定の因果関係

が必要となるとしても、その因果関係は、管理の不適当と過去の侵害状態の発生との

間に必要となるわけではなく、管理の不適当と現在の侵害状態の継続との間に因果関

係があれば足りると考えられる（そのため、本文では、「…おそれが生じた場合」で

はなく、「…おそれがある場合」という文言を用いている。）ことから、不可抗力に

よって侵害状態が生じた後に適切に対応しないケースについても、本文の規律は適用

されると解される。 

反対に、「によって」という文言を外すとすると、現実にはあまり想定し難いも

のの、管理の不適当と侵害状態とが全く無関係な場合であっても本文の規律が適用さ

れるようにも見えかねないように思われる。 

したがって、この点については、前回の提案を維持している。 

３ （注）について 

管理不全土地管理命令に関する事件は、非訟事件に該当するので、非訟事件手続法第

２編（非訟事件の手続の通則）が適用されることとなるが、個別事件の規定については

所要の規定を整備することとなる。 

なお、管轄については、所有者不明土地管理命令に関する事件と同じく、裁判を求め

る事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属するものとすることを記

載している。 

 

(2) 管理不全土地管理人の権限 

① 管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理

不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により

管理不全土地管理人が得た財産（以下「管理不全土地等」という。）の管理及び

処分をする権限を有する。 

② 管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判

所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意で

かつ過失がない第三者に対抗することができない。 

ア 保存行為 

イ 管理不全土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的

とする行為 

③ 管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可は、

その所有者が異議を述べない場合に限り、することができる。 

 

（補足説明） 

１ 本文①及び②について 

(1) 第２０回会議では、①のような規律を置くことについては、賛成の意見もあった

が、この規律を置くことで、管理人が処分権限を有するのが原則であるかのように読
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めるのではないか、また、②における善意の対象に紛れが生ずるのではないかとの指

摘もあった。 

部会資料５０（４ページ）で記載したように、①の規律を置くとしても、②の制

限の規律についても併せて設けることで（後記２参照）、管理人が一般的に処分をす

ることができるわけではないことが明確になると考えられることから、①の規律につ

いては維持している。 

もっとも、②における善意の対象が紛れるのではないかとの指摘にも配慮し、②

のただし書については、所有者不明土地管理人の権限の規律（前記本文１(2)②）と

同じく、「この許可がないことをもって」と修正している。 

また、①の規律を置くことに消極な意見の趣旨は、管理人が処分を許される場合

は限定的であるべきである旨をいうものとも思われる。そこで、この意見にも配慮

し、後記２のとおり、本文③の規律を新たに設けることとしている。 

(2) 第三者の保護要件に関して、部会資料５０では、善意に加えて「無過失」とする考

え方も提示していたところ、第２０回会議では、無過失を不要とすることに賛成の意

見があったが、これについて慎重な意見もあった。 

管理不全土地管理命令は、所有者が判明しているときであっても発令されること

があることや、土地の管理処分権を管理不全土地管理人に専属させていないこととの

バランスなどを考慮すると、管理不全土地管理制度においては、土地所有者の静的安

全に一層配慮した規律とすることが望ましいように思われる。 

そこで、本文②では、無過失を第三者の保護要件とする考え方を提示している。 

２ 本文③について 

部会資料５０（３ページ）では、管理不全土地管理人による処分行為が認められる場

合を、所有者の明確な同意があるケースと、明確な同意がないが所有者に実質的な損害

が生じないケースとに分けて整理し、いずれにしても、所有者の意見が重要な考慮要素

となる旨を記載していた。 

第２０回会議では、このような整理自体には異論はなかったものの、管理命令の発令

に関し、所有者の意見が重要な考慮要素となることが文言上は現れていないことから、

その旨を明示すべきではないかとの意見があった。 

所有者の意見は、発令の場面での一つの考慮要素となるものではあるが、所有者の意

見がより重要になるのは、管理不全土地を処分する場面であると考えられる。 

また、前記１(1)のとおり、管理人が処分を許される場合は限定的であるべきである

旨の指摘もあった。 

そこで、これらを踏まえ、管理不全土地を処分する場面における裁判所の許可に際

し、所有者の意見を反映させるために、本文③では、「管理不全土地管理命令の対象と

された土地の処分についての前項の許可は、その所有者が異議を述べない場合に限り、

することができる。」という規律を設けることとしている。 

３ 管理人が管理の妨害を受けた場合について 

部会資料５０（５ページ）では、所有者が管理人による土地の立入りを不当に拒んだ

りすることは、管理権侵害であり、管理人は、管理権侵害を理由に、訴訟において妨害
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排除を求め得ることも記載していた。 

これについて、第２０回会議では、①妨害排除請求の基礎となる権利は何であり、こ

のような請求をできるのはどのような場合か、②管理権限の範囲内では、管理人に当事

者適格があるのか、③訴訟においては所有者の所有権から主張立証する必要があるの

か、といった点について確認を求める指摘があった。 

本文①のとおり、管理不全土地管理人は土地の管理処分権を有するので、この権利が

妨害排除請求の基礎となると解される。 

また、管理不全土地管理人が土地の管理処分権を有するとすると、訴訟の当事者適格

も有することになるかが問題となる。例えば、所有権の確認訴訟などで、所有者のため

にその管理不全土地管理人が当事者（訴訟担当）となるのかが問題となり得るが、この

ようなケースでは、所有者不明土地管理命令が発せられた場合とは異なり、土地所有者

の管理処分権が制限されるわけではなく、土地所有者を被告として訴訟提起をすること

ができるし、管理不全土地管理人が被告として訴訟を追行し、その訴訟の結果を所有者

に及ぼすことは相当ではないと考えられる。 

また、管理不全土地管理人は土地の処分権を有するものの、許可を得なければ処分権

を行使することができないので、処分権があることを前提に当事者適格を認めることは

できない。そのため、管理不全土地管理人は、所有者を本人とすべき類型の訴訟では、

当事者適格を有しないと解される（裁判所の許可を得れば、処分権を有するので当事者

適格を有することになるが、通常は許可されないと思われる。）。 

他方で、管理不全土地管理人が自己の管理権を侵害されたことを理由として妨害排除

を求めるケースでは、飽くまで自己の権利を行使するものであり、管理不全土地管理人

は当事者適格を有すると解することも考えられる。なお、管理不全土地管理人が裁判所

の許可を得て訴訟を追行する場合に、特定された所有者の所有権も主張立証の対象とな

るとの解釈をする必要はないように思われる。 

 

(3) 管理不全土地管理人の義務 

① 管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の

注意をもって、その権限を行使しなければならない。 

② 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、そ

の共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなけれ

ばならない。 

 

（補足説明） 

 第２０回会議で取り上げた部会資料５０本文(3)アと同じである。 

 第２０回会議では、管理人が所有者の意に沿わない管理を行わざるを得ない場合もある

ことから、所有者に対する善管注意義務の規律を置かないこととすべきとの意見もあっ

た。 

確かに、管理不全土地管理人による管理が土地所有者の意に必ずしも沿うものではない

ケースもあり得るものの、管理不全土地管理人は，土地の適切な管理を実現するために選
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任されるものであり、他方で、善管注意義務の相手方を土地所有者とすることは、管理不

全土地の所有者の利益を害さないように行動しなければならないということを意味するも

のであって、管理不全土地管理人の選任の目的と相反するものではなく、この規律を置く

必要はなおあるものと考えられる。 

第２０回会議を含むこれまでの会議でも、この規律を置くことに賛成の意見があった。 

そこで、善管注意義務の規律を維持している。 

 

(4) 管理不全土地管理人の解任及び辞任 

① 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与

えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求によ

り、管理不全土地管理人を解任することができる。 

② 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞

任することができる。 

 

（補足説明） 

第２０回会議で取り上げた部会資料５０本文(3)イと同じである。 

 

(5) 管理不全土地管理人の報酬等 

① 管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払

及び報酬を受けることができる。 

② 管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、

管理不全土地等の所有者の負担とする。 

 

（補足説明） 

第２０回会議で取り上げた部会資料５０本文(3)ウと基本的には同じである。 

なお、本文①では、「管理不全土地等から」費用の前払及び報酬を受けることができる

としているが、これは、管理人による管理の継続中に費用の前払や報酬の支払がされる場

合には、管理不全土地等（予納金を含む）から支払われることが想定されることから、こ

れが可能であることを明確にしたものである。費用及び報酬の引き当てが「管理不全土地

等」に限定されるものではないことに関しては、本文②の規律で明らかにしている。 

また、本文②では、従前は、報酬を含む趣旨で「費用」と記載していたが、報酬を含む

ことを明確化するために、「費用及び報酬」としている。 

 

(6) 管理不全土地管理制度における供託等及び取消し 

① 管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理

不全土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生

じたときは、その所有者（その共有持分を有する者を含む。）のために、当該金

銭を管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所在地の供託所に供託するこ

とができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところ
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により、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。 

② 裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき（管理すべき財産の全部が供託

されたときを含む。）その他財産の管理を継続することが相当でなくなったとき

は、管理不全土地管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、管理

不全土地管理命令を取り消さなければならない。 

 

（補足説明） 

前記本文(2)のように、管理不全土地管理人は、土地所有者の異議がない場合に限り、

裁判所の許可を得て、その管理に係る土地等を処分することができるものであるが、この

処分等により金銭が生じた場合において、いつまでも当該金銭を保有していなければなら

ないとすることは、合理性に欠ける。そこで、本文①は、管理不全土地管理人による供託

の規律を設けることを提案している。なお、これに基づいて供託がされた場合には、その

旨を所有者及び第三者において認識できるようにするために、公告することとしている。 

本文②は、第２０回会議で取り上げた部会資料５０の本文１(3)エと基本的に同じであ

る。 

 

(7) 管理不全建物管理命令 

① 裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利

又は法律上の利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必

要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、

管理不全建物管理人（③の管理不全建物管理人をいう。）による管理を命ずる処

分（以下この条において「管理不全建物管理命令」という。）をすることができ

る。 

② 管理不全建物管理命令は、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物に

ある動産（当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共

有持分を有する者が所有するものに限る。）及び当該建物を所有するための建物

の敷地に関する権利（賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利（所有権

を除く。）であって、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又

はその共有持分を有する者が有するものに限る。）に及ぶ。 

③ 裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命

令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。 

④ (2)から(5)までの規定は、管理不全建物管理命令について準用する。 

（注） 管理不全建物管理命令に関する規律は、建物の区分所有等に関する法律における専

有部分及び共用部分については、適用しないものとする。 

 

（補足説明） 

第２０回会議で取り上げた部会資料５０の本文２(1)から(3)までと同じである。 


